
●開発行為に伴う埋蔵文化財に関する照会手続きの流れ

１．開発事業の立案　　　　　　　　　　　２．埋蔵文化財包蔵地の有無について（照会）　（開発者　　　文化財保護課）

３．埋蔵文化財有無の確認（照会）　方法（①遺跡分布図との照合　②現地踏査　③試掘調査〔公費負担〕）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．回　答　（文化財保護課　　　 開発者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　埋蔵文化財なし　　　　　　　　　　　　　　　　　埋蔵文化財あり　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取扱いについて協議　（開発者　　　 文化財保護課）　　　　　　　　　　

　　　埋蔵文化財の不時発見の場合のみ　　　　　　　　　　　　　　　　※全体計画の聴取・調整、設計・現状変更等の協議　

　　　　　　　　　　（開発者  　　 文化財保護課）　　　　　　　　　　　　

発見の届出・通知の受理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（保護法 96・97条）　　　　　　　　　　土木工事等における発掘の届出・通知の受理　（保護法 93・94条）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慎重工事　（埋蔵文化財の保存措置）

　発掘調査　（記録保存を求める）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事立会　（着工時に担当職員が立会い）

　　　　調査について協議　※工事計画との調整、調査の時期・方法、費用負担等について　　　　　　　

　　　　　　　本調査　　　　　　　　　工事実施　　　


